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社会保障・税番号制度

■次号では、香南市ではマイナンバーがどのような場面で使われるかを掲載します。

総務課　☎57-8500

マイナンバーのマイナンバーののの
通知カードが届いたら…通知カードが届いたら…通知カードが届いたら…

なくさないように大切に保管
してください

マイナンバーを安易に他人に
教えないようにしてください

■マイナンバーは一生使うものです
■行政手続きで使用します
■再発行は有料です

■マイナンバーはとても大切な個人情
報です。特に、マイナンバー制度に
便乗した不審な勧誘や詐欺にご注
意ください。
　行政機関から電話でマイナンバーを
聞くことは絶対ありません。
　不審な電話はすぐに切り、
警察へ通報してください。

希望する人は「個人番号カー
ド」発行手続きをしてください
※個人番号カードは身分証明書として使えます

☎
3 4 5 6

7 8 9 0
1

通知カード・個人番号カード
に関すること

0 5 7 0 - 0 5 6 - 5 7 4
８時30分～17時15分
　　　　　　（土日祝日・年末年始を除く）

香南市マイナンバー
コールセンター

カードの取り扱い、発行、紛

失、個人番号カードの発行予

約などを受け付け。

お問い合わせは
マイナンバーコールセンターへ
お問い合わせは
マイナンバーコールセンターへ

☎
マイナンバー制度自体
に関すること

0 5 7 0 - 2 0 - 0 1 7 8
平日………９時30分～22時
土日祝日…９時30分～17時30分
　　　　　　　　　　（年末年始を除く）

全国共通ナビダイヤル

マイナンバーが使用される手

続き、個人情報の管理、法人

番号に関することなどを受け

付け。

3 4 5 6
7 8 9 0

1■一人暮らしで長期入院や施設
に入所している人

■DV・ストーカー・児童虐待など
の被害者

■東日本大震災の被災者

　下記の方は、通知カードを実
際に住んでいる場所へ送付でき
ます（再送付も可）。市民保険課・
各支所までご相談ください。

下記の方は、通知カードを実
際に住んでいる場所へ送付でき

送付先を変更できま
す

　
マイナンバーを　　　

記載した通知カードは10月5日
時点の住民基本台帳を基に作製
し、簡易書留で発送されます。配達
時期は都道府県によって変わります。
高知県内は11月末までに全世帯へ
配達完了となる予定ですので、
お手元に届くまでお待ち

ください。
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